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催
。
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収
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手の平を 2回たたき合わせる

指を上に向けてつまんだ両手５指
を上げながら開く

　今回はお正月に関する手話を紹介します。「正月」
の手話の後に、A〜Cの手話を加えるとそれぞれどん
な意味になるでしょうか。（回答は下にあります。）
　本市公式YouTubeでも手話の紹介動画を公開し
ています。
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※�新型コロナウイルス感染症の状況により一部の相談を中止する場合があります。必ず最新情報
を確認してから来場してください。１月の各種無料相談

寄付
●スマイル�ヨガ＝18万1,779円を医療従事者
支援のために
●利根郡信用金庫＝非接触型温度測定・消毒器
２個を新型コロナウイルス感染症対策のために
●シトラスリボンプロジェクトfromまえばし
＝シトラスリボン260個を新型コロナウイルス
感染症への差別偏見をなくす活動「シトラスリ
ボンプロジェクト」啓発のために
●ザスパクサツ群馬・カインズ＝24万728円
を児童図書購入のために
●下川淵地区子ども会育成団体連絡協議会＝20
万円を図書館下川淵分館の児童図書購入のために
●飯塚智子さん＝紙オムツ150枚を児童福祉の
ために
●エバーグリーン富士見＝葉牡丹などの花苗
3,000鉢を富士見地区の緑化推進のために
●システムセイコー＝企業版ふるさと納税1,000
万円を公立大学法人運営事業、児童文化センター
運営事業、青少年学習活動支援事業のために
●前橋市地区赤十字有功会＝図書424冊を市立
小中学校20校へ、防災備品を芳賀・下川淵市民
サービスセンターへ、献血記念品を市立前橋高へ
●都木守男さん＝15万円を交通安全のために
●ライフシステム＝輪投げセット15台を高齢
者の健康増進のために

手話で話そう
問障害福祉課
☎０２７‐２２０‐５７１１
ファクス０２７‐２２３‐８８５６

※市民相談（☎027-898-6100）は平日の８時30分～17時15分。家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子・父子相談（☎027-220-5701)、DV相談（☎
027-898-6524）、男女共同参画相談（☎027-898-6520）、就学に向けての相談（☎027-210-1234）、消費生活・多重債務相談（☎027-230-1755）
は平日の９時～17時。教育・青少年相談（☎027-230-9090）は平日の10時～17時。自殺予防「群馬いのちの電話」（☎027-221-0783）は９時～24時。
みんなの人権110番（☎0570-003-110）は平日の８時30分～17時15分。

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100

火曜13時～ 16時（前週の木
曜14時～当日12時までに電
話で予約を。相談は受け付
け順で時間指定はできませ
ん。先着6人まで）

市役所
市民相談提案係
※相談は年度内に
1人1回

行政相談
☎027-898-6100

１月11日㈫
13時～ 15時

かすかわ老人福祉
センター

１月13日㈭
13時～ 15時 大胡支所

１月14日㈮
13時～ 15時

上川淵市民サービス
センター

１月18日㈫
13時～ 15時 宮城支所

１月19日㈬
13時～ 16時

市役所
市民相談提案係

１月28日㈮
13時～ 15時

南橘市民サービス
センター

２月２日㈬
13時～ 15時 富士見公民館

２月４日㈮
13時～ 15時

東市民サービス
センター

相談名・問い合わせ 日　時 会　場

公証相談
☎027-898-6100

１月31日㈪
13時～ 15時 市役所

市民相談提案係
（受け付けは相談
終了時間の15分
前まで）

司法書士、土地家屋調査士相談
☎027-898-6100

１月14日㈮
13時～ 16時

行政書士相談
☎027-898-6100

１月17日㈪・２月７日㈪、
13時～ 16時

月いち健康相談
☎027-220-5708

１月19日㈬
９時～ 11時 保健センター

精神科医によるこころの相談
☎027-220-5787

１月12日㈬・26日㈬、
13時30分～15時（各予約制）

市保健所
ひきこもりの相談
☎027-220-5787

１月20日㈭
13時30分～ 15時（予約制）

心配ごと相談
☎027-237-5006

月曜～金曜、
13時～ 16時 総合福祉会館

外国人相談
（英語・中国語・ポルトガ
ル語・スペイン語）
☎027-243-7788

月曜13時～ 17時、
木曜９時～ 13時

市役所
外国人相談窓口

　広報まえばしの企業広告を募集。掲載スペースのイメージ
など、詳しくは本市ホームページをご覧ください。申込書の
ダウンロードもできます。
広告の種類＝❶通常広告（１号10枠）❷特別広告（１号３枠）
❸一面広告（１号１枠）
￥❶は１枠５万円❷は１枠20万円❸は30万円
申❶は１月11日㈫～２月10日㈭❷❸は掲載希望
号発行日の１カ月前までに郵送で。申込書に記入
し、市役所秘書広報課（☎027-898-5847）へ

広報まえばしに掲載して市内全域にＰＲ

左手２指と右手人差し指で「〒」の
形を作る

答え	A：初詣（「正月」と「お参り」を組み合わせた表現）
	B：年賀状（「正月」と「郵便記号」の形を組み合わせた表現）
	C：明けましておめでとう（「正月」と「おめでとう」を組み合わせた表現）

「正月」
の手話＋ A

「正月」
の手話＋ C「正月」

の手話＋ B

両手の人差し指を左右から引き寄
せて上下に置く

正月


